
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータネットワークで接続され ージェントとエージェントの間を仲介する情
報仲介・統合装置であって、
　 ネットワーク上に分散す ージェントが回答可能な を
収集・整理する質問スキーマ収集部と、
　質問の入力を受け付ける質問入力部と、
　前記入力された質問のスキーマを解析する質問スキーマ解析部と、
　前記解析結果に基づいて前記入力された質問を質問部分に分解する質問分解部と、
　 質問部分のスキーマを含む質問スキーマを持 ージェントに送
信する質問部分送信部
　

　

ことを
特徴とする情報仲介・統合装置。
【請求項２】
　コンピュータネットワークで接続され ージェントとエージェントの間を仲介する情
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たエ

前記コンピュータ るエ 質問スキーマ

前記質問部分を、当該 つエ
とを備え、

前記質問スキーマ収集部は、各エージェントが回答可能な質問スキーマを登録した質問
スキーマテーブル保持部を備え、

前記質問入力部は、入力された質問のうち、利用者による必須項目の指定を受け付ける
必須項目指定部を備え、
　前記質問部分送信部は、前記質問スキーマテーブル保持部を参照し、前記必須項目を含
む質問部分に回答不可能なエージェントに対しては、質問部分の送信を行なわない

たエ



報仲介・統合装置であって、
　 ネットワーク上に分散す ージェントが回答可能な を
収集・整理する質問スキーマ収集部と、
　質問の入力を受け付ける質問入力部と、
　前記入力された質問のスキーマを解析する質問スキーマ解析部と、
　前記解析結果に基づいて前記入力された質問を質問部分に分解する質問分解部と、
　 質問部分のスキーマを含む質問スキーマを持 ージェントに送
信する質問部分送信部
　

　
ことを特徴とする情報仲介・統合装置

。
【請求項３】
　コンピュータネットワークで接続され ージェントとエージェントの間を仲介する情
報仲介・統合装置であって、
　 ネットワーク上に分散す ージェントが回答可能な を
収集・整理する質問スキーマ収集部と、
　質問の入力を受け付ける質問入力部と、
　前記入力された質問のスキーマを解析する質問スキーマ解析部と、
　前記解析結果に基づいて前記入力された質問を質問部分に分解する質問分解部と、
　 質問部分のスキーマを含む質問スキーマを持 ージェントに送
信する質問部分送信部
　

　
ことを特徴とする情報仲介・統合装置。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、コンピュータネットワーク上で接続された質問を受け付ける利用者端末と情報
源である複数のデータベースエージェントとの間にあり、当該利用者端末とデータベース
エージェントとの間における質問とその回答のやり取りを仲介する装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年のインターネットの普及に代表されるネットワークシステムの発達により、分散した
コンピュータ上のサービスにアクセスできる環境が整ってきた。データベースサービスを
利用する際には、利用者は自分の目的に一致する情報源となるデータベースを自ら選択し
て個別にアクセスを行うのが普通である。しかし、多種類多数のデータベースが存在する
環境下では、利用者が適切なデータベースを選択すること自体が困難である。また、選択
されたデータベースに順にアクセスすることも、データベースが多数になると手間がかか
る。さらに、一般にはデータベースごとにアクセスの方法が異なるため、利用者は多様な
データベースのアクセス手順をマスターする必要があり、利用者の負担が大きくなってし
まう。
【０００３】
このような問題の解決方法として、情報源をデータベースエージェントとしてエージェン
ト化し、利用者が使うユーザエージェントとの間に仲介装置を置く方法がある。仲介装置
はファシリテータ（ facilitator）とも呼ばれ、以下の説明では仲介装置をファシリテー
タと称す。データベースエージェントは立ち上げ時にファシリテータに宣伝（アドバタイ
ズ）メッセージを送り、自分が持つ情報やアクセスの方法を知らせる。ファシリテータは
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前記コンピュータ るエ 質問スキーマ

前記質問部分を、当該 つエ
とを備え、

前記質問スキーマ収集部は、各エージェントが回答可能な質問スキーマを登録した質問
スキーマテーブル保持部を備え、

前記質問分解部は、前記質問スキーマテーブル保持部に登録された質問スキーマのうち
、優先して長いスキーマ単位により質問を分解する

たエ

前記コンピュータ るエ 質問スキーマ

前記質問部分を、当該 つエ
とを備え、

前記質問入力部は、入力された質問のうち、利用者による必須項目の指定を受け付ける
必須項目指定部を備え、

前記質問分解部は、分解された質問部分がかならず必須項目を含むように、前記入力さ
れた質問を分解する



、他のエージェントからの質問メッセージを受け付け、ファシリテータはその宣伝メッセ
ージの情報に基づきそのメッセージに対する回答を提供することのできるデータベースエ
ージェントを選択し、それらのデータベースエージェントへのアクセスを代行し、得られ
た結果をまとめて利用者端末に返答する働きをするものである。このようにファシリテー
タの動作としては複数の種類があるが、代表的なものは、代行（ brokering）と呼ばれる
ものであり、選択されたデータベースエージェントに利用者端末からの要求を転送し、デ
ータベースエージェントからの回答を受け取り、それらをまとめて利用者端末に返答する
働きである。
【０００４】
図１０は従来の分散構成のファシリテータの概念を説明した図である。図１０に示すよう
に、ファシリテータ５００は自律的に処理動作をし、利用者端末５２０、データベースエ
ージェント５４０の間を仲介する。
【０００５】
利用者端末５２０は、利用者からの要求（質問）を受け付ける機能を備えている。ファシ
リテータ５００は、利用者端末５２０からの質問内容に応じて適切なデータベースエージ
ェント５４０を選択して当該質問を転送する。ファシリテータ５００、データベースエー
ジェント５４０は必要に応じて複数個で構成され、ネットワーク上に分散配置され、並列
に動作する。
【０００６】
このような複数のセルを用いた分散構成によるファシリテータによれば、利用者はファシ
リテータ５００を知っていればよく、具体的なデータベースエージェント５４０のアドレ
スやデータベースエージェント５４０のもつデータの種類などの情報を知っておく必要が
ない。
【０００７】
上記のようなファシリテータを用いれば、利用者端末はファシリテータのアドレスのみを
知っていればよく、複数のデータベースエージェントがどこにあるかを知っておく必要は
ない。また、データベースエージェントごとのアクセス自体はファシリテータが代行して
くれるため、アクセス方法の相違はファシリテータが吸収することとなり、利用者端末は
意識する必要がない。
【０００８】
また、従来技術において、ファシリテータは質問の転送先を選択し、転送を代行（ Broker
ing）するのみならず、質問の回答を受け付けて利用者に提示する機能を有するものもあ
る。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、従来のファシリテータには、以下のような問題があった。
【００１０】
第１の問題は、複雑な質問に対するシステムの適応性が低いという問題である。質問が比
較的複雑で条件設定などの項目が多い場合には、質問を受け付けられるデータベースエー
ジェントが限られてしまい、それゆえ検索に供することのできるデータ量も限られてしま
う。また、質問を受け付けられるデータベースエージェントが全く存在しない場合も発生
する。この場合にはシステムが当該質問に対して適応できず、検索失敗とする質問が多く
発生してしまう。質問に対する完全な回答が得られない場合でも、可能な範囲で情報を収
集して何等かの有益な情報を回答するという柔軟性のある対応ができない。
【００１１】
第２の問題は、データベースエージェントの利用効率が低いという問題である。質問が比
較的単純で簡単な場合には、利用できるデータベースエージェントは多数あるが、質問が
比較的複雑で条件設定などの項目が多い場合には、当該質問を受け付け可能なデータベー
スエージェントは限られてしまう。しかし、質問形式が合わずに質問を受け付けることが
できないデータベースエージェントの中には、当該質問に関して完全な回答を与えられな
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くても利用者にとって有益な情報を保持しているものが多数存在する場合がある。質問形
式の不一致にためにこれら有益な情報を利用できないことはデータベースの利用効率が高
いとは言えない。
【００１２】
上記問題点に鑑み、本発明は、質問が比較的複雑で条件設定などの項目が多い場合であっ
ても、質問を各データベースエージェントの受け付け可能な形に変換して検索を実行し、
質問に対する適応性を高め、可能な範囲で情報を収集して有益な情報を回答するという柔
軟性のある情報仲介・統合装置を提供することを目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために本発明の情報仲介・統合装置は、コンピュータネットワークで
接続されたデータベースエージェントと利用者端末との間にあり、前記データベースエー
ジェント装置と前記利用者端末相互に他方の存在が隠蔽されるように仲介する、分散プロ
セスを処理するセル装置によって構成された情報仲介・統合装置であって、ネットワーク
上に分散する他のエージェントが回答可能な質問形式のスキーマを収集・整理する質問ス
キーマ収集部と、質問の入力を受け付ける質問入力部と、前記入力された質問のスキーマ
を解析する質問スキーマ解析部と、前記解析結果に基づいて前記入力された質問を質問部
分に分解する質問分解部と、前記質問部分のスキーマを含む質問スキーマを持つ他のエー
ジェントに送信する質問部分送信部を備えたことを特徴とする。
【００１４】
上記構成により、質問が比較的複雑で条件設定などの項目が多い場合であっても質問のス
キーマに基づいて質問を他のエージェントが利用可能な質問部分に分解し、適応できるエ
ージェントに送信して検索を実行することができ、ネットワーク上のデータを有効に利用
し、かつ、複雑な質問でも部分的に何等かの有益な情報を回答することが可能となる。
【００１５】
ここで、質問スキーマ収集部において、質問スキーマのうち、当該質問に回答するエージ
ェントにとって必須の部分を管理する手段を保持すれば、得られている質問部分では必須
部分が欠損しているエージェントに対しては質問部分の送信を行なわないという判断がで
き、有益な回答が得られない検索を省略することができる。また、質問分解部による質問
の分解において、前記質問スキーマ収集部に登録された質問スキーマ単位のうち、優先し
て長いスキーマ単位により質問を分解すれば、不必要に質問部分を小さく分解してしまう
ことが防止でき、検索処理時間の低減と検索効率の向上ができる。
【００１６】
また、本発明の情報仲介・統合装置は、さらに、質問を分解したロジックを記憶する分解
ロジック記憶部と、質問部分を送信したエージェントから得た回答部分を前記記憶した分
解ロジックに沿ってとりまとめ、前記質問に対する回答として合成・統合する回答生成部
を備えることが好ましい。この回答生成部の回答部分の合成・統合処理において、回答の
うち、回答部分が得られず、欠損している部分に対して回答不定を示す識別子を付して回
答を生成し、また、得られた複数の回答部分に対して論理演算を施す機能を備えることが
好ましい。
【００１７】
上記構成により、質問部分に分割して検索した結果、得られた複数の回答部分を合成・統
合して、当初の質問に対する有益な回答を出力することができる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態にかかる情報仲介・統合装置について、図面を参照しながら説明
する。なお、以下、セルと記述するものはコンピュータ上で実現されるプロセスであり、
コンピュータ装置（セル装置）上で処理され、１つのコンピュータ装置を仮想的に複数の
セル装置として複数のセルを実現してもよい。
【００１９】
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（実施形態１）
本発明の実施形態１の情報仲介・統合装置は、質問のスキーマに基づいて質問を他のエー
ジェントが利用可能な質問部分に分解し、適応できるエージェントに送信して検索を実行
し、ネットワーク上に分散するデータベースを有効に利用し、かつ、複雑な質問でも部分
的に何等かの有益な情報を回答するものである。
【００２０】
まず、本実施形態１の情報仲介・統合装置を中心とした情報検索システム全体の構成の概
略と本装置による処理流れの全体像を図面を参照しつつ説明する。
【００２１】
図１は、本発明の実施形態１の情報仲介・統合装置を中心とした情報検索システム全体の
概略構成図である。図１に示すように、情報検索システムは、大別して利用者端末１０、
情報仲介・統合装置２０、データベースエージェント４０、データベース５０から構成さ
れている。なお、図中の複数ある要素にはアルファベットの引数が付されているが、働き
は同様のものである。図１の例では、複数ある要素として、利用者端末１０ａ～１０ｂ、
データベースエージェント４０ａ～４０ｃ、データベース５０ａ～５０ｃが挙げられてい
る。情報仲介・統合装置を多段に構成してデータベースエージェントに連結することも可
能であり、この例ではデータベースエージェント４０ｃに対する連結は、情報仲介・統合
装置２０および２０ａの多段構成となっている。
【００２２】
図１の各要素に付されている記号は、各要素の働きを端的に示すための記号であり、Ｑが
質問を指し、ｑ１～ｑ３が質問Ｑから分解生成された質問部分を指し、Ａが質問Ｑに対す
る回答を指し、ａ１～ａ３が各質問部分ｑ１～ｑ３に対する回答部分を指している。図１
中の各要素を結ぶ矢印線は、各要素間の通信相手と通信方向を示している。
【００２３】
この図１で示した本発明の情報仲介・統合装置２０の構成、処理の説明に先立ち、まず、
図１中に示された各要素の働きと情報検索システムの処理全体について説明し、その後、
情報仲介・統合装置２０の詳しい説明を述べる。
【００２４】
本発明の情報検索システムの各要素の働きと全体処理の概略を、図１のシステム構成と図
２のフローチャートを参照しつつ説明する。
【００２５】
まず、前処理として、情報仲介・統合装置２０は、ネットワーク上で利用可能な各データ
ベースエージェント４０（この例では４０ａ～４０ｃ）の受け付け可能な質問スキームを
収集・整理しておく（ステップＳ２０１）。ネットワーク上に分散するデータベースエー
ジェントは多種多様なものがあり、その利用インタフェースも多様である。それゆえ各デ
ータベースエージェントには受け付け可能な所定の質問スキームを持っている。各データ
ベースエージェントを有効に利用するためにはどのデータベースエージェントがどの質問
スキームに対応するかを把握しておき、入力された質問を当該質問スキームに合致するよ
うに変形してやれば良い。質問スキームを収集・整理した質問スキームテーブルの例を図
３に示す。図３に示したように、例えば、データベースエージェント４０ａは質問スキー
ムとして、（商品マスタ　？Ｘ）であり、商品に関する単項リレーション文となっている
。データベースエージェント４０ｂは、（商品マスタ　？Ｘ），（カテゴリ　？Ｘ　？カ
テゴリ）という商品に関する単項リレーション文とカテゴリに関する２項リレーション文
となっている。また、データベースエージェント４０ｃは、（商品マスタ　？Ｘ），（品
コード　？Ｘ　？品コード）という商品に関する単項リレーション文と品コードに関する
２項リレーション文となっている。各データベースエージェントは上記の質問文およびそ
れらの論理積の質問文を受けることができる。情報仲介・統合装置２０は、図３に示した
ような各データベースエージェントごとに整理した質問スキームテーブルを保持する。
【００２６】
次に、利用者が質問を利用者端末１０に対して入力する（ステップＳ２０２）。利用者端
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末１０は利用者が使用するパーソナルコンピュータなどの装置であり、入力インタフェー
ス１１としてキーボード、ポインティングデバイス、音声入力装置などを備え、出力イン
タフェース１２として、モニタ、スピーカ、プリンタなどを備えている。また、通信イン
タフェース１３を備え、情報仲介・統合装置などとの間でデータ通信を行なう。利用者は
入力インタフェース１１を介して質問Ｑを入力する。当該質問Ｑは通信インタフェース１
３を介して情報仲介・統合装置２０に送信される。
【００２７】
次に、情報仲介・統合装置２０は、利用者端末１０から送信された質問Ｑを受けとり、質
問Ｑの質問スキームを解析する（ステップＳ２０３）。質問スキームを解析することによ
り、どのスキーム単位で質問を分解することができるのかを検討することが可能となる。
質問Ｑの質問スキームの例を図４（ａ）に示す。この例では３つのリレーション文の＆（
論理積）というスキームになっている。
【００２８】
情報仲介・統合装置２０は、質問Ｑを適切な質問部分ｑ（この例ではｑ１～ｑ５）に分解
する（ステップＳ２０４）。ここで、質問Ｑの分解は、分解可能な単位に分解してしまう
ことも可能であり、また、スキーム図３に示した質問スキームテーブルの各データベース
エージェントの受け付け可能な質問スキームの大きさに分解することも可能である。この
例では後者の方式を採用し、質問Ｑの分解は、データベースエージェント４０ａ～ｃの受
け付け可能な質問スキームの大きさに沿って図４（ｂ）に示すように質問部分ｑ１～ｑ４
に分解する。この例では各質問部分は、質問文とそのアスペクトにより構成されている。
【００２９】
ここで、情報仲介・統合装置２０は、質問Ｑを分解したロジックを記憶保持しておく必要
がある。後にデータベースエージェントから返信された回答部分を合成・統合して質問Ｑ
に対する回答を生成するためである。
【００３０】
次に、情報仲介・統合装置２０は、分解した質問部分をそれぞれ対応するデータベースエ
ージェントに送信する（ステップＳ２０５）。質問部分ｑ１はデータベースエージェント
４０ａに対応し、質問部分ｑ２はデータベースエージェント４０ｂに対応し、質問部分ｑ
３はデータベースエージェント４０ｃに対応し、それぞれ目的のデータベースエージェン
ト４０ａ～ｃに対して送信される。なお、質問部分のうち、受け付け可能なデータベース
エージェントが存在しない場合もありうるが、その場合は送信しない。この例では質問部
分ｑ４は送信されない。
【００３１】
質問部分の送信を受けた各データベースエージェント４０ａ～ｃは、制御・管理している
データベース５０ａ～ｃにアクセスし、質問部分に対する検索を実行し、回答部分を得る
（ステップＳ２０６）。各質問部分に対して得られた回答部分の一覧表を図５に示す。
【００３２】
データベースエージェント４０ａ～ｃは得られた回答部分ａ１～ａ３を情報仲介・統合装
置２０に対して返信する（ステップＳ２０７）。
【００３３】
情報仲介・統合装置２０は、得られた回答部分ａ１～ａ３を合成・統合して質問Ｑに対す
る回答Ａを生成し、利用者に回答する（ステップＳ２０８）。ここで回答部分の合成・統
合は、ステップＳ２０４で記憶保持した質問ロジックに従い、各回答部分ａ１～ａ３を合
成・統合する。例えば、回答ロジックを（Ａ＝ａ１＆ａ３＋ａ２＆ａ３）として回答Ａを
合成・統合する。なお、回答部分の合成・統合処理において、質問部分のうち送信されな
かったものや、送信したが回答部分が得られなかったものなど、回答部分が欠損している
部分に対しては、回答不定を示す識別子“＊”（ワイルドカード）を付して回答を合成・
統合する。
【００３４】
以上が、本発明の情報仲介・統合装置２０を中心とした情報検索システムの各要素の働き
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の概略とシステムの処理全体の流れである。
【００３５】
次に、情報仲介・統合装置２０の構成を詳しく説明する。図６は実施形態１の情報仲介・
統合装置２０の構成例を示す図である。図６に示すように、情報仲介・統合装置２０は、
質問入力部２１、質問スキーマ解析部２２、質問分解部２３、質問部分送信部２４、回答
生成部２５、質問スキーマ収集部２６を備えている。なお、制御に必要な制御部やメモリ
は説明の便宜上、図示を省略している。
【００３６】
質問スキーマ収集部２６は、ネットワーク上に分散する他のエージェントが回答可能な質
問形式のスキーマを収集・整理する部分であり、図３で説明したように各データベースエ
ージェントの受け付け可能な質問スキーマを整理した質問スキーマテーブルを保持する質
問スキーマテーブル保持部２６１を備えている。
【００３７】
質問入力部２１は、利用者端末１０からの質問の入力を受け付ける部分である。なお、利
用者端末１０との通信を制御する通信インタフェースなどは説明の便宜上、図示を省略し
ている。
【００３８】
質問スキーマ解析部２２は、入力された質問のスキーマを解析する部分である。図４（ａ
）で説明したような質問のスキーマが抽出される。
【００３９】
質問分解部２３は、質問スキーマの解析結果と、質問スキーマ収集部２６の質問スキーマ
テーブル保持部２６１が記憶保持する質問スキーマテーブルの内容に基づいて前記入力さ
れた質問を質問部分に分解する。図４（ｂ）で説明したような質問部分が得られる。
【００４０】
なお、質問分解部２３は、本実施形態１では、分解単位指定部２３１を備えている。この
分解単位指定部２３１は、質問分解部２３による質問の分解処理において、分解可能な小
さい単位まで分解するか、質問スキーマテーブル保持部２６１に登録された質問スキーマ
単位のうち優先して長いスキーマ単位により質問を分解するかを指定する部分である。前
者を選択した場合は、細かい質問部分に分解され、より多くのデータベースエージェント
により受け付け可能となるが、処理単位が小さくなるので後処理である回答部分の合成・
統合処理に負担がかかる。後者を選んだ場合は、受付可能な範囲でなるべく長い質問部分
に分解するので利用可能となるデータベース数は減少するが、回答部分の合成・統合処理
に負担が少なく、処理が高速化する。
【００４１】
また、質問分解部２３は、質問を分解したロジックを記憶する分解ロジック記憶部２３２
を備えている。前述したように回答部分を合成・統合するために分解したロジックを記憶
する必要があるからである。
【００４２】
質問部分送信部２４は、質問部分のスキーマを含む質問スキーマを持つ他のエージェント
に送信する部分である。質問部分送信部２４の送信処理において、質問スキーマ収集部２
６に登録された質問スキーマ単位に対応するものがない質問部分が存在する場合には、当
該質問部分の送信処理は行なわず、対応するものがある質問部分のみ送信することとなる
。
【００４３】
回答生成部２５は、質問部分送信後、各データベースエージェントから得られた回答部分
を合成・統合する部分である。回答部分の合成・統合処理にあたり、分解ロジック記憶部
２３２が記憶している分解ロジックに沿ってとりまとめ、質問に対する回答として合成・
統合する。つまり、回答部分に対してＡＮＤやＯＲ，ＮＯＴなどの論理演算を施す機能を
備えている。
【００４４】
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なお、回答生成部２５による回答部分の合成・統合処理において、質問部分のうち送信さ
れなかったものや、送信したが回答部分が得られなかったものなど、回答部分が欠損して
いる部分に対しては、ワイルドカード“＊”など回答不定を示す識別子を付して回答を生
成する。
【００４５】
以上、本実施形態１の情報仲介・統合装置によれば、質問が比較的複雑で条件設定などの
項目が多い場合であっても質問のスキーマに基づいて質問を他のエージェントが利用可能
な質問部分に分解し、適応できるエージェントに送信して検索を実行することができ、ネ
ットワーク上のデータを有効に利用し、かつ、複雑な質問でも部分的に何等かの有益な情
報を回答することが可能となる。
【００４６】
（実施形態２）
本実施形態２の情報仲介・統合装置は、質問の入力とともに、質問の項目のうち必須部分
の項目の指定を受け付ける機能を有し、当該必須項目が欠損した質問部分しか受け付ける
ことのできないデータベースの利用を避ける機能を有するものである。
【００４７】
通常、利用者が質問を入力する場合、様々な条件項目、キーワードを付けるが、その中で
も特に主眼である項目、必須である項目が明確となっている場合がある。例えば商品の検
索において、利用者にとり価格の上限だけは絶対満たした商品を検索したい場合、価格の
項目を含む質問が受け付けられないデータベースエージェントからは有効な回答部分が期
待できず、むしろ絞り込みを行なう際には雑音となる情報が得られる場合も多い。そこで
当該必須項目が欠損した質問部分しか受け付けることのできないデータベースの利用を避
ける機能が必要となる。
【００４８】
図７は、本実施形態２の情報仲介・統合装置２０ａの構成例を示す図である。
【００４９】
図７に示すように、情報仲介・統合装置２０ａは、質問入力部２１ａ、質問スキーマ解析
部２２、質問分解部２３ａ、質問部分送信部２４ａ、回答生成部２５、質問スキーマ収集
部２６ａを備えている。各要素は実施形態１において同じ番号で説明したものと同様であ
るのでここでの詳しい説明は適宜省略する。アルファベットの引数が付された要素は、以
下に説明するように実施形態１では説明しなかった機能を有している。
【００５０】
質問入力部２１ａは、利用者が入力した質問項目、キーワード、条件などのうち、利用者
による必須部分の指定を受け付ける必須項目指定部２１１を備えている。必須項目指定部
２１１より入力指定された必須部分に対しては必須部分を表わす識別子などが付される。
【００５１】
必須項目が欠損した質問部分しか受け付けることのできないデータベースの利用を避ける
機能の実現方式としては、複数ある。まず、第１の方法として、質問分解部２３ａにおけ
る質問の分解処理において、かならず必須項目を含む質問部分に分解する方法である。例
えば、質問スキームが３つの項目の論理積Ｓ１＆Ｓ２＆Ｓ３であり、そのうちＳ２が必須
項目とすると、質問の分解処理において、質問部分はｑ１＝Ｓ１＆Ｓ２、ｑ２＝Ｓ２＆Ｓ
３の２つのみとなり、ｑ３＝Ｓ１＆Ｓ３は生成されないという処理である。この処理によ
れば、得られる回答部分はかならず必須項目Ｓ２を満たすものとなる。第２の方法は、質
問スキーマ収集部２６ａが質問スキームテーブルを利用して各データベースエージェント
のうち、必須項目を含む質問部分の受け付けが可能なもののみソートしてリストアップす
るか、または、必須項目を含む質問部分の受け付けができないものをマスクする方法であ
る。この方法によれば、必須項目Ｓ２を含む質問部分を受け付けられないものは除外され
、受け付けられるものに対してのみ質問部分送信部２４ａにより質問部分が送信されるこ
ととなる。この処理によれば、得られる回答部分はかならず必須項目Ｓ２を満たすものと
なる。
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【００５２】
回答生成部２５により得られた回答部分を合成・統合して回答を生成する処理は実施形態
１と同様で良い。
【００５３】
以上、本実施形態２の情報仲介・統合装置によれば、質問の入力とともに、質問の項目の
うち必須部分の項目の指定を受け付ける機能を有し、当該必須項目が欠損した質問部分し
か受け付けることのできないデータベースの利用を避ける機能を有し、利用者が指定した
必須項目をかならず満たした回答を得ることができる。
【００５４】
（実施形態３）
本実施形態３の情報仲介・統合装置は、あらかじめ検索利用に供するデータベースエージ
ェントを指定して検索用ドメインを定義し、当該検索用ドメインに含まれるデータベース
エージェントのみに質問部分の送信を行なう機能を有するものである。
【００５５】
ネットワーク上に分散するデータベースサービスの中には、多種多様なものがあり、例え
ば、有料データベースや、特殊なコンテンツが含まれているデータベースなどが存在する
。利用に際して利用者がアクセス可能なデータベースを限定したい場合もある。そこで本
実施形態３では、検索利用に供するデータベースエージェントを指定して検索用ドメイン
を定義する機能を備えている。
【００５６】
図８は、本実施形態３の情報仲介・統合装置２０ｂの構成例を示す図である。
【００５７】
図８に示すように、情報仲介・統合装置２０ｂは、質問入力部２１、質問スキーマ解析部
２２、質問分解部２３、質問部分送信部２４ｂ、回答生成部２５、質問スキーマ収集部２
６ｂに加え、検索用ドメイン指定部２７を備えている。各要素は実施形態１において同じ
番号で説明したものと同様であるのでここでの詳しい説明は適宜省略する。アルファベッ
トの引数が付された要素は、以下に説明するように実施形態１では説明しなかった機能を
有している。
【００５８】
検索用ドメイン指定部２７は、利用者が検索に際して利用するデータベースを指定する部
分である。直接、利用するデータベースを指定入力しても良いし、“有料データベースサ
ービスは除外する”“アクセスポイントが市内のものに限定する”などの条件の指定入力
であっても良い。検索用ドメイン指定部２７は、指定入力された条件に見合う検索データ
ベースのみを検索用ドメインとして管理する。
【００５９】
質問スキーマ収集部２６ｂにおける処理は、複数通りあり得る。第１の処理例は、検索用
ドメインが定義されてから検索用ドメインに含まれるデータベースエージェントに対して
のみ、質問スキーマを収集して質問スキーマテーブルを用意するものである。第２の処理
例は、質問スキーマテーブルはあらかじめ作成しておき、質問に応じて検索用ドメインが
定義された後に検索用ドメインに含まれるデータベースエージェントに対する質問スキー
マをソートしてサブセットの質問スキーマテーブルを動的に生成するものである。後者の
方法であれば、質問内容や利用者の別に応じて動的に検索用ドメインと質問スキーマテー
ブルを用意することができる。
【００６０】
以上、本実施形態３の情報仲介・統合装置によれば、あらかじめ検索利用に供するデータ
ベースエージェントを指定して検索用ドメインを定義し、当該検索用ドメインに含まれる
データベースエージェントのみに質問部分の送信を行ない、検索を実行することが可能と
なる。
【００６１】
（実施形態４）
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本実施形態４の情報仲介・統合装置は、データベースエージェントに障害が起こったこと
を検知し、当該障害の起こったデータベースエージェントを検索利用ドメインから動的に
外す障害対応機能を有し、さらに、代替となるデータベースエージェントに質問部分を渡
して次善の回答を合成・統合するものである。
【００６２】
ネットワーク上に分散するデータベースはネットワークの状態や、データベース自身の障
害、保守作業など一時的にアクセスできない場合が発生することが十分想定できる。通常
は、ファシリテータは自分が発行したすべてのメッセージに対する回答が揃った時点でそ
れらをまとめて要求元に返答する。しかし、障害が発生しているといつまでも返ってこな
い回答部分を待つこととなる。本実施形態４の情報仲介・統合装置は、障害が起こったこ
とを検知すれば、当該部分を検索用ドメインから動的に除外するとともに、代替となるデ
ータベースエージェントに質問部分を渡して次善の回答を合成・統合する。
【００６３】
図９は、本実施形態４の情報仲介・統合装置２０ｃの構成例を示す図である。
【００６４】
図９に示すように、情報仲介・統合装置２０ｃは、質問入力部２１、質問スキーマ解析部
２２、質問分解部２３ｃ、質問部分送信部２４ｃ、回答生成部２５ｃ、質問スキーマ収集
部２６ｃ、検索用ドメイン指定部２７ｃに加え、障害検知部２８を備えている。各要素は
実施形態１において同じ番号で説明したものと同様であるのでここでの詳しい説明は適宜
省略する。アルファベットの引数が付された要素は、以下に説明するように実施形態１～
３では説明しなかった機能を有している。
【００６５】
障害検知部２８は、ネットワーク上で起こった障害を検知する部分であり、通常、ネット
ワーク管理端末などからネットワーク上で起こった障害報告がなされる。障害検知部２８
は、当該障害報告を検知する。
【００６６】
検索用ドメイン指定部２７ｃは、障害検知部２８からネットワーク上の障害部分の通知を
受ける。定義されている検索用ドメインに含まれるデータベースに対して障害が及んでい
る場合には、当該データベースを検索用ドメインから除外する。
【００６７】
質問スキーマ収集部２６ｃにおける処理は、検索用ドメイン指定部２７ｃにより検索用ド
メインの内容の変更が通知されると、検索用ドメインから除外されたデータベースエージ
ェントの項目を質問スキーマテーブルから除外し、動的に更新する。
【００６８】
質問部分送信部２４ｃは、障害検知部２８からの障害報告が質問部分の送信前であれば、
質問スキーマ収集部２６ｃにより更新後の質問スキーマテーブルを基に質問を送信するデ
ータベースエージェントを選んで送信する。
【００６９】
回答生成部２５ｃは、障害検知部２８からの障害報告が質問部分の送信前であれば、質問
部分送信部２４ｃにより送信された質問部分に対する回答部分は返信されるので実施形態
１と同様の処理をする。障害検知部２８からの障害報告が質問部分の送信後であれば、当
該回答部分は返信されないとみなして無視し、残りの回答部分により回答を合成・統合す
る。残りの回答部分では代替する情報が得られていない場合は、障害が起こったデータベ
ースエージェントに送信した質問部分を再度、他の代替できるデータベースエージェント
に送信して回答部分を得る必要がある。質問部分送信部２４ｃにその旨を伝え、質問スキ
ーマテーブルに基づいて他の代替となるデータベースエージェントに対して質問部分の再
送を要求するか、質問分解部２３ｃに依頼して質問部分をより細かく分割し、代替となる
データベースエージェントを見つけ出す処理を実行する。
【００７０】
本実施形態４の情報仲介・統合装置によれば、データベースエージェントに障害が起こっ
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たことを検知し、当該障害の起こったデータベースエージェントを検索利用ドメインから
動的に外し、さらに、代替となるデータベースエージェントに質問部分を渡して次善の回
答を合成・統合することができる。
【００７１】
【発明の効果】
本発明の情報仲介・統合装置によれば、質問が比較的複雑で条件設定などの項目が多い場
合であっても質問のスキーマに基づいて質問を他のエージェントが利用可能な質問部分に
分解し、適応できるエージェントに送信して検索を実行することができ、ネットワーク上
のデータを有効に利用し、かつ、複雑な質問でも部分的に何等かの有益な情報を回答する
ことが可能となる。質問に対する適応性が高くかつ柔軟性のある情報仲介・統合装置を提
供することができる。また、ネットワーク上のデータの利用効率を高めることが可能とな
る。
【００７２】
また、本発明の情報仲介・統合装置によれば、質問の入力とともに、質問の項目のうち必
須部分の項目の指定を受け付ける機能を有し、当該必須項目が欠損した質問部分しか受け
付けることのできないデータベースの利用を避ける機能を有し、利用者が指定した必須項
目をかならず満たした回答を得ることができる。
【００７３】
また、本発明の情報仲介・統合装置によれば、あらかじめ検索利用に供するデータベース
エージェントを指定して検索用ドメインを定義し、当該検索用ドメインに含まれるデータ
ベースエージェントのみに質問部分の送信を行ない、検索を実行することが可能となる。
【００７４】
また、本発明の情報仲介・統合装置によれば、データベースエージェントに障害が起こっ
たことを検知し、当該障害の起こったデータベースエージェントを検索利用ドメインから
動的に外し、さらに、代替となるデータベースエージェントに質問部分を渡して次善の回
答を合成・統合することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施形態１の情報仲介・統合装置を中心とした情報検索システム全体
の概略構成図
【図２】　本発明の情報検索システムの全体処理の概略を示すフローチャート
【図３】　本発明の質問スキームテーブルの例を示す図
【図４】　本発明の質問Ｑの質問スキームの例（ａ）と分解された質問部分の例（ｂ）を
示す図
【図５】　本発明の各質問部分に対して得られた回答部分の一覧表と合成・統合された回
答Ａの例を示す図
【図６】　本発明の実施形態１の情報仲介・統合装置２０の構成例を示す図
【図７】　本発明の実施形態２の情報仲介・統合装置２０ａの構成例を示す図
【図８】　本発明の実施形態３の情報仲介・統合装置２０ｂの構成例を示す図
【図９】　本発明の実施形態４の情報仲介・統合装置２０ｃの構成例を示す図
【図１０】　従来の分散構成のファシリテータの概念を説明した図
【符号の説明】
１０　利用者端末
１１　入力インタフェース
１２　出力インタフェース
１３　通信インタフェース
２０，２０ａ，２０ｂ，２０ｃ　情報仲介・統合装置
２１，２１ａ　質問入力部
２１１　必須項目指定部
２２　質問スキーマ解析部
２３，２３ａ，２３ｃ　質問分解部
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２３１　分解単位指定部
２３２　分解ロジック記憶部
２４，２４ａ，２４ｂ，２４ｃ　質問部分送信部
２５，２５ｃ　回答生成部
２６，２６ａ，２６ｂ，２６ｃ　質問スキーマ収集部
２６１　スキーマテーブル保持部
２７，２７ｃ　検索用ドメイン指定部
２８　障害検知部
４０　データベースエージェント
５０　データベース
６０　利用者端末
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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